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学校法人等の行うことのできる収益事業の種類の一部改正について 

このたび、岩手県知事の所轄に属する学校法人等の行うことのできる収益事業の種類（平成 21年岩手

県告示第 344 号）の一部を改正する告示が令和６年３月 29日に公示され、令和６年４月１日から施行さ

れることとなりましたのでお知らせします。 

 なお、収益事業を目的とする事業を新たに実施し、又は収益を目的とする事業の種類を追加する場合

は、あらかじめ寄附行為変更認可を受ける必要がありますので、御留意くださるようお願いします。 

記 

○ 改正の概要 

  学校法人等の行うことのできる収益事業の種類について日本標準産業分類（平成 25 年総務省告示第

405 号）に定めていたところ、最新の日本標準産業分類（令和５年総務省告示第 256 号）により定める

こと。 
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